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【手続補正書】
【提出日】平成20年2月5日(2008.2.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】発明の名称
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の名称】デジタルデータ販売システム、デジタルデータ販売方法、及びコンピュー
タ・プログラム
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
　　【請求項１】　コンテンツサーバーからクライアントの端末へデジタルデータを販売
するデジタルデータ販売システムにおいて、
　上記デジタルデータを試用する価格を設定する設定手段と、上記設定手段によって価格
が設定されたデジタルデータをネットワークを介して上記端末に転送する転送手段とを上
記コンテンツサーバーが有し、
　上記端末において、上記デジタルデータを有料で試用できるようにしたことを特徴とす
るデジタルデータ販売システム。
　　【請求項２】　上記端末において上記デジタルデータを試用可能な期間または試用可
能な回数を管理する管理手段を上記コンテンツサーバーが有し、
　上記端末のユーザが上記デジタルデータを試用する期間は、試用期間または試用回数に
より制限されていることを特徴とする請求項１に記載のデジタルデータ販売システム。
　　【請求項３】　上記デジタルデータの試用に伴う課金を実行する課金手段を上記コン
テンツサーバーが有し、
　上記デジタルデータを試用する毎に課金処理が行われ、上記コンテンツサーバーにより
許可された試用可能な期間または回数が上記デジタルデータの試用に伴って少なくされて
いくことを特徴とする請求項２に記載のデジタルデータ販売システム。
　　【請求項４】　上記課金手段は、上記デジタルデータを試用するための課金処理を最
初に行い、上記デジタルデータを試用する毎に上記課金処理で定めた試用可能回数または
期間を少なくしていくことを特徴とする請求項３に記載のデジタルデータ販売システム。
　　【請求項５】　上記管理手段は、上記デジタルデータの試用期間が終了した時に試用
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を一時的に不能にし、その後に上記課金手段による課金処理が行われた場合には継続して
試用可能にすることを特徴とする請求項３に記載のデジタルデータ販売システム。
　　【請求項６】　上記課金手段は、上記デジタルデータが転送されてからの期間または
試用回数により課金処理を開始することを特徴とする請求項３に記載のデジタルデータ販
売システム。
　　【請求項７】　上記コンテンツサーバーから上記端末に上記デジタルデータを転送す
るときに、上記デジタルデータを一括で購入するのか、試用するのかを上記端末において
選択させるようにする選択手段を上記コンテンツサーバーが有することを特徴とする請求
項１～６の何れか１項に記載のデジタルデータ販売システム。
　　【請求項８】　上記デジタルデータを試用した後に購入する場合に、上記デジタルデ
ータを試用するために既に支払った金額を購入のための価格から差し引いて販売する販売
手段を有することを特徴とする請求項１～７の何れか１項に記載のデジタルデータ販売シ
ステム。
　　【請求項９】　上記管理手段は、上記コンテンツサーバーから上記端末にデジタルデ
ータを転送した時点を起点とする使用期限を設け、上記使用期限を過ぎた場合は上記デジ
タルデータの試用の継続を不可能にすることを特徴とする請求項２に記載のデジタルデー
タ販売システム。
　　【請求項１０】　上記コンテンツサーバーから上記デジタルデータを転送する回数を
制限する制限手段が上記コンテンツサーバーに設けられていることを特徴とする請求項１
～９の何れか１項に記載のデジタルデータ販売システム。
　　【請求項１１】　上記デジタルデータのプリントアウトを含むハードコピーを取る際
に、上記課金処理で定められた試用可能回数または試用期間を少なくすることを特徴とす
る請求項３に記載のデジタルデータ販売システム。
　　【請求項１２】　上記ネットワークを介して送られる課金情報により、上記ネットワ
ークを介して転送されるデジタルデータの試用できるか否かを上記端末が判定することを
特徴とする請求項１～１１の何れか１項に記載のデジタルデータ販売システム。
　　【請求項１３】　ネットワークを介して接続されたコンテンツサーバーからクライア
ントの端末へデジタルデータを販売するデジタルデータ販売方法において、
　上記デジタルデータを試用する価格の設定と、上記設定によって価格が設定されたデジ
タルデータを上記ネットワークを介しての上記端末への転送を上記コンテンツサーバーが
行い、
　上記端末において、上記デジタルデータを有料で試用できるようにしたことを特徴とす
るデジタルデータ販売方法。
　　【請求項１４】　上記端末において上記デジタルデータを試用可能な期間または回数
の管理を上記コンテンツサーバーで行い、
　上記端末のユーザが上記デジタルデータを試用する期間は、一定の期間または回数に制
限されていることを特徴とする請求項１３に記載のデジタルデータ販売方法。
　　【請求項１５】　上記デジタルデータの試用に伴う課金を実行する課金処理を上記コ
ンテンツサーバーが行い、
　上記デジタルデータを試用する毎に課金処理が行われ、上記コンテンツサーバーにより
許可された試用可能な期間または回数が上記デジタルデータの試用に伴って少なくされて
いくことを特徴とする請求項１３または１４に記載のデジタルデータ販売方法。
　　【請求項１６】　上記デジタルデータを試用するための課金処理を最初に行い、上記
デジタルデータを試用する毎に上記課金処理で定めた試用可能な回数または期間を少なく
していくことを特徴とする請求項１５に記載のデジタルデータ販売方法。
　　【請求項１７】　上記コンテンツサーバーは、上記デジタルデータの試用期間が終了
した時に試用を一時的に不能にし、その後に上記課金処理が行われた場合には継続して試
用可能にすることを特徴とする請求項１５に記載のデジタルデータ販売方法。
　　【請求項１８】　上記デジタルデータが転送されてからの期間または試用回数により
課金処理を開始することを特徴とする請求項１３～１７の何れか１項に記載のデジタルデ
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ータ販売方法。
　　【請求項１９】　上記コンテンツサーバーから上記端末に上記デジタルデータを転送
するときに、上記デジタルデータを一括で購入するのか、試用するのかを上記端末におい
てユーザに選択させることを特徴とする請求項１３～１８の何れか１項に記載のデジタル
データ販売方法。
　　【請求項２０】　上記デジタルデータを試用した後に購入する場合に、上記デジタル
データを試用するために既に支払った金額を購入のための価格から差し引いて販売するこ
とを特徴とする請求項１３～１９の何れか１項に記載のデジタルデータ販売方法。
　　【請求項２１】　上記コンテンツサーバーは、上記コンテンツサーバーから上記端末
にデジタルデータを転送した時点を起点とする使用期限を設け、上記使用期限を過ぎた場
合は上記デジタルデータの試用の継続を不可能にすることを特徴とする請求項１３～２０
の何れか１項に記載のデジタルデータ販売方法。
　　【請求項２２】　上記コンテンツサーバーから上記デジタルデータを転送する回数を
制限する処理を上記コンテンツサーバーで行うことを特徴とする請求項１３～２１の何れ
か１項に記載のデジタルデータ販売方法。
　　【請求項２３】　上記デジタルデータのプリントアウトを含むハードコピーを取る際
に、上記課金処理で定められた試用可能回数または試用期間を少なくすることを特徴とす
る請求項１５に記載のデジタルデータ販売方法。
　　【請求項２４】　上記ネットワークを介して送られる課金情報により、上記ネットワ
ークを介して転送されるデジタルデータの試用できるか否かを上記端末が制御することを
特徴とする請求項１３～２３の何れか１項に記載のデジタルデータ販売方法。
　　【請求項２５】　請求項１３～２４の何れか１項に記載の方法における各処理をコン
ピュータに実行させることを特徴とするコンピュータ・プログラム。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００１
【補正方法】変更
【補正の内容】
　　　【０００１】
　　【発明の属する技術分野】
　本発明は、デジタルデータ販売システム、デジタルデータ販売方法、及びコンピュータ
・プログラムに関し、特に、データに対する課金方法、更にはオンライン方式のデータ配
信におけるコンテンツを一時的に取得した場合に対する課金及び販売方式に用いて好適な
発明である。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
　　　【００１４】
　　【課題を解決するための手段】
　本発明のデジタルデータ販売システムは、コンテンツサーバーからクライアントの端末
へデジタルデータを販売するデジタルデータ販売システムにおいて、上記デジタルデータ
を試用する価格を設定する設定手段と、上記設定手段によって価格が設定されたデジタル
データをネットワークを介して上記端末に転送する転送手段とを上記コンテンツサーバー
が有し、上記端末において、上記デジタルデータを有料で試用できるようにしたことを特
徴とする。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　本発明のデジタルデータ販売方法は、ネットワークを介して接続されたコンテンツサー
バーからクライアントの端末へデジタルデータを販売するデジタルデータ販売方法におい
て、上記デジタルデータを試用する価格の設定と、上記設定によって価格が設定されたデ
ジタルデータを上記ネットワークを介しての上記端末への転送を上記コンテンツサーバー
が行い、上記端末において、上記デジタルデータを有料で試用できるようにしたことを特
徴とする。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　本発明のコンピュータ・プログラムは、本発明のデジタルデータ販売方法における各処
理をコンピュータに実行させることを特徴とする。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
　　　【００１８】
　　【発明の実施の形態】
　以下、本発明のデジタルデータ販売システム、デジタルデータ販売方法、及びコンピュ
ータ・プログラムの実施の形態を説明する。
　図１に、本実施の形態の有効な全体システムの構成を示す。適用が好適なケースとして
は、ゲームソフトの配信、ビジネスソフトの配信、写真集のような静止画データや動画デ
ータ、教育用ソフト等の販売システムが考えられるが、これに限るものではない。
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